
Ⓐ Ⓑ Ⓒ合計

所定給付日数 （ 日） 年　　　月　　　日　　より

給与加算の扶養手当の有無（今後） 給与所得の扶養控除申告（今後）

　　　　　　　　　　　↑対象者を扶養することで、今後、扶養手当が支給されるかどうか、年末調整で扶養控除申告書に名前を記載するかどうかを記入します。↑

※収入の種類（該当するもの全て）

収入（平均月額）同居別居区分氏　名

日

生年月日
（西暦ＡＤまたは大正Ｔ・昭和Ｓ・平成Ｈ・令和Ｒ）

日年 月

□ 同居　 □ 別居

年齢

申請書は、楷書で丁寧にご記入ください。

この書類は、扶養申請者の年齢が16歳以上（満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了した者を含む）を認定するために必要なもの

記入見本

※※

アイウ21 80 9

※

7

※※※

続　柄

ＡＤ（西暦）
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ □ 同居　 □ 別居

昭和 ・ 平成 ・ 令和

被保険者氏名

フリガナ

6543
ですから、正確にご記入ください。

記号 番号
被保険者証の

月 日年生年月日

　　□  有　　 　□  無 　　□  有　　　　□  無

月 日

□ 同居　 □ 別居 円/月

日 □ 同居　 □ 別居 円/月

歳

日

円/月

歳

　　　健康保険協会（協会けんぽ）　・　健康保険組合（組合健保）　・　共済組合　・　市町村国保　・　その他　

　　　被保険者の資格取得（入社）　・ 申請者の退職　・　結婚　・　（雇用保険）失業等給付の終了

　　　健康保険の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 種別　：　被保険者 ・任意継続被保険者 ・  被扶養者

□ 同居　 □ 別居 円/月

　　　別居の場合は別途、届出が必要です 続　柄
記入方法は下記参照

□ 同居 （ 同上 ） 　□ 別居

申請者が直前に加入していた（いる）
健康保険の種類・種別

日　から

年

扶養申請者氏名
フリガナ

年

月

月

歳

□ 同居　 □ 別居年

生年月日

同居別居区分

　　□  受給する

　　□  受給しない

被保険者が申請者の生計を維持する
（扶養する）こととなった理由

ＡＤ（西暦）
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

ＡＤ（西暦）
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

ＡＤ（西暦）
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

年

※事由発生日

（雇用保険）失業等給付受給状況

年

ＡＤ（西暦）
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

世帯主

配偶者

※

ＡＤ（西暦）
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

（

）理由（　

神奈川県鉄工業健康保険組合

日額　（ 円）　×　360　＝

●収入を証明する添付書類等について

　 税法上での計算と違い、現在と

　 今後の収入見込みを一年分に

　 換算し比較します。

　　　自営業収入　（ 事業所得 ・ 農業所得 ・ 不動産所得 ）

　　　生活保護給付 扶助（ 生活 ・ 住宅 ・ 教育 ・ 出産 ・ 就労 ・ 葬祭 ）

　　　従前の資格で受給権のある資格喪失後給付（　傷病手当金　・　出産手当金　）

　　　出産手当金の請求予定の場合は出産予定日（　　　　　　年　　　　　月　　　　　日）

※収入額 （全ての合計）

　・課税証明書・非課税証明書　　（所得額の記載のない一部市町村においては所得証明書）申請時点で発行できる最新のもの、発行日から2ヶ月以内のもの

　・パート・アルバイトなどの給与収入　直近3ヶ月分の給与明細書のコピー（控除前の支払総額3ヶ月の平均）、就職直後など、明細がない場合は別途組合に相談

　・各種公的年金　直近の振込通知書のコピー　（公的年金が対象、個人年金は対象外、年金額から介護保険料や支給停止額の控除がある場合は控除前の金額）

円 Ⓑ

　　□  収入あり　　　　□  収入なし　　　　□  今後収入あり（見込）

　・被保険者本人からみた続柄を記入します。　例：妻・夫・長男・二男・長女・二女・父母・義父母・兄弟姉妹など

　　　パート・アルバイト ・ 老齢年金 ・ 障害年金（障害等級　　　級） ・ 遺族年金 ・ 恩給 ・ 株式配当

●続柄の記入について

月額　（

年額　（

円）　×　12　＝

　  円） Ⓒ

　　　失業保険など

　　　パート・アルバイトなど

　　　年金・事業収入など

円 Ⓐ

現在と今後の収入の有無

　税法上は非課税所得であっても

　申告の必要があります。下記を

　参照し、それぞれの収入を証明

　する書類を添付してください。

円

　 基本手当日額 円）

年 月 日

月

日

歳

歳

歳

月

円/月

円/月

※被保険者が申請者を扶養することとなった日　　令和

昭和 ・ 平成 ・ 令和

　　　転職や雇用契約変更による減収　・　その他（ ）

年 月

被
保
険
者
情

対
象
者

現

被
保
険
者
の
世
帯
情
報

扶
養
の
理
由
な
ら
び
に
対
象
者
の
収
入

1

2

3

4

1 1

4 1

4 2

自営業者の方は原則、被扶養者となることができません。

被扶養者となることができる場合の条件については別紙をご参照ください。

追加しました。


